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   ────────────────────────────────────────── 
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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

           ה

  ─────────────────── 

ủ   皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまから、令和元年第３回七飯町議会臨時

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  ─  

  ─────────────────── 

ủ   日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

 ２番 神 﨑 和 枝 議員 

 ３番 平 松 俊 一 議員 

以上、２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  ─  

  ─────────────────── 

ủ   日程第２ 会期の決定を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思

いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ủ   御異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日とするこ

とに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

─           

  ─────────────────── 

ủ   この際、諸般の報告を行い

ます。 

 本臨時会に、町長より提案された議件は、議案

２件であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により本会

議に出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷

してお手元に配付のとおりであります。 

 次に、町政動向報告が町長より提出されており

ますので、お手元に配付しております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

    

  ─ ⌐≈™≡ 

  ─────────────────── 

ủ   日程第３ 議案第５７号大

沼岳陽学校改修建築主体工事請負契約の一部変更

についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 学校教育課長。 

ủ ( )  それでは、議案第５

７号大沼岳陽学校改修建築主体工事請負契約の一

部変更について提案説明申し上げます。 

 令和元年７月３日、第２回七飯町議会臨時会で

議決のあった大沼岳陽学校改修建築主体工事請負

契約に一部変更がありましたので、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 この契約は、本年７月９日から令和２年３月１

８日までの期間で、現在進めている工事になりま

すが、既存校舎等の屋根の仕上げを撤去したとこ

ろ、野地板及び破風の腐食が発見され、当該部位

を撤去しなければ屋根の改修に支障が出ることか

ら、屋根下地腐食箇所の撤去及び新設を追加し、

工事内容を変更するものでございます。 

 なお、この契約の変更は、現行予算で対応して

まいりますので、契約変更による新たな予算措置

などはございません。 

 それでは、議案の記の下にある表をごらんくだ

さい。 

 表の右側の欄が現在の契約になりますが、項目

のうち、３、契約金額を変更前の３億４, １００

万円から３億４, ６０６万円とし、５０６万円を

増額するものでございます。 

 なお、そのほかの１、契約の目的、２、契約の

方法、４、契約の相手方につきましては変更はご

ざいません。 

 簡単ではございますが、提案説明は以上でござ
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います。議決いただきますようお願い申し上げま

す。 

ủ   これより、質疑を許しま

す。 

 平松議員。 

ủ ( )  最初に、まず１点確認をさせ

ていただきたいのですけれども、この改修建築主

体工事というのは、長寿命化を目指したものなの

ですか、それとも単に小中学校合体させるため

の、とりあえずの工事だったのか、そこの確認を

お願いします。 

ủ   学校教育課長。 

ủ ( )  今回の建築の改修工

事につきましては、大沼中学校にほかの小学校部

分をあわせて、義務教育学校として使用すること

から、長寿命化ではなく、改修を目的とした工事

となっております。 

ủ   平松俊一議員。 

ủ ( )  この校舎部分の屋根の張りか

えは当初設計に入っていたということなのです

ね。私の知る範囲では、ここの校舎、冬になるた

びに巨大なつららができていまして、極端に言う

と軒先から地面まで届く、つながるような氷柱が

できるような状態でした。この校舎の屋根スラブ

の上に木下地をつくってトタンを張っているとい

う構造で、３０何年経過していて、毎年氷柱がで

きるようなものであれば、普通に考えれば、下地

はとっくにもう、すが漏りで腐っているという時

期に入っていると思うのです。 

 それと、屋根の雪が落ちるときに屋根のトタン

も一緒に何か引っ張ってきたりということもあっ

たと思うのですけれども、それは教育委員会、今

までの維持管理の情報というのを今回の工事にど

の程度反映させたのか。 

 お聞きしたいのは、例えば体育館だとか、ほか

のところは設計に入っていないと思いますけれど

も、それは追々また何かあったらやるということ

になるのでしょうけれども、どうもその辺がしっ

くりいかない。せっかく３億円幾らの事業費をか

けてやるのであれば、やはり屋根ぐらいは、もう

トタンは穴あいていますか、軒先のトタンは体育

館のほうも穴あいていますから、それを直さず発

注をした。業者が手をかけてみたら下地が傷んで

いるので設計変更。この請け負った業者も町内の

ビックスリー、おまけに地元業者ですから、今ま

での状況というのは十分推測できる範囲で受注し

ていると思いますので、その辺もう一度答弁をお

願いしたいと思います。 

ủ   学校教育課長。 

ủ ( )  今、平松議員のほう

から御質問がございました、３０年経過している

ので、そろそろ屋根が腐食するころだったのでは

ないかという部分でございますけれども、まず、

今回の工事、実施設計を行う段階で、屋根の部分

ですけれども、黙視による確認ということで、外

見からは腐食の部分というのは確認できなかった

というところでございます。 

 あと、３０年たっているので、そういうのも想

定して工事したほうがよかったのではないかとい

うところだったのですが、できるだけ本工事につ

きましては、変更部位を抑えて、工事費等もでき

るだけ必要な部分をというところで行っておりま

して、黙視による確認の部分でやはり終わらせて

しまったというところで、そこら辺の中の下地ま

では確認しなかったというところでございます。 

 こちらの部分につきましては、やはり想定すべ

きだったかもしれませんけれども、黙視による確

認で進めてきたということで、あと、必要な部分

につきましては、その際に把握できなかったとい

うところで、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

ủ   平松俊一議員。 

ủ ( )  おっしゃることはわかるので

すけれども、今回は特別難しい工事ではない。そ

れと、３０何年経過しているものを、地元業者で

あれば毎年のように見ているはずです。これは推

測できない範囲ではないですから、普通に考えれ

ば、受注するときに当然こういったものに手がか

かるというふうに推測はできて当たり前だという

ふうに考えるのですけれども、わずか５００万

円、設計変更して、今後、例えば今言いましたけ

れども、体育館とか、そういったものは、また新

たに調べて工事を組むということになるというこ

となのですかね。今回は、とりあえず手をかけて
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みたら傷んでいるので補正を組みたいと、設計変

更したいと。私はそれが納得できないのですけれ

ども、もうちょっと納得できるような説明できな

いでしょうか。 

ủ   教育長。 

ủ ( )  今回、契約変更に至るため

に、教育委員会としては最善の方法をとってきた

というふうに思っていますが、結果としてこうい

うふうになったということは、私どもとしてやっ

ぱり調査不足ということを御指摘されるのであれ

ば、そこについては受けとめざるを得ないという

ふうに思っています。 

 ただ、今後につきましては、これは平松議員が

以前からおっしゃっていますように、悪くなる前

に現場段階で点検をして、修繕をするということ

によって長寿命化が図れるのではないかというよ

うなことも何回もおっしゃっていますので、その

考え方については、私どもとしても当然同意をす

るものでございますので、今後につきましては、

大沼中学校だけではなくて、教育委員会として抱

えている施設について、今までもそうでありまし

たけれども、これからは一層そこのところに配慮

しながら、修繕等については対応していきたいと

いうふうに思っていますので、ぜひ御理解をいた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

ủ   ほか、質疑ございません

か。 

 上野武彦議員。 

ủ ( )  今、平松議員のほうからも質

問ありましたけれども、今回の岳陽学校の件に関

して５０６万円の変更ということなのですけれど

も、本来、今回の入札にかける前に、町として、

どのくらいかかるのかという見積もりといいます

か、予定価格といいますか、これがどうも表示さ

れなかった。検討されなかったように思うのです

けれども、本来ならば調べて、このぐらいかかる

というのは町自身が把握していて、その予定価格

に対してどのような入札になるかという検討がさ

れてしかるべきだと思うのですけれども、その辺

についてどうだったのか、もう一度お伺いしま

す。 

ủ   学校教育課長。 

ủ ( )  今回の改修工事につ

きましては、入札の前に予定価格を検討されてい

なかったのではということなのですけれども、今

回、工事の予定価格につきましては、昨年度行わ

れた実施設計をもとに予定価格のほうを設計して

おります。 

 ただ、その段でこちらの屋根の下地が入ってい

なかったという部分で、今回、設計変更で追加を

させていただきましたけれども、実施設計をもと

に工事の内容を設計して、きちんと予定価格も設

計をしております。 

 以上です。 

ủ   上野武彦議員。 

ủ ( )  こういう予定価格を町が評価

するというか、査定するに当たって、町の職員の

中にきちっとした専門家、今実際にいるのかどう

か、その辺についてお伺いしたい。 

ủ   都市住宅課長。 

ủ ( )  まず大きくは、実施

設計で概算が出てきますけれども、その設計内容

をうちの建築技師がおりますので、そちらのほう

で北海道の単価だとか、そういう金額的なものも

含めて、直す箇所も教育委員会と相談しながら設

計していくということで、予定価格も出してござ

います。 

 以上でございます。 

ủ   上野武彦議員。 

ủ ( )  そういう専門家もいるという

ことでしたら、やっぱりこういった今回の事例

は、本当に不祥事になるというような結果だと思

いますので、今後こういったことのないように、

きちっと見積もりの段階で対応する必要があるの

ではないかと思うのですが、その辺についてお伺

いします。 

ủ   理事者にお伝えいたしま

す。今回の設計変更になった理由をもうちょっと

きちっと詳細に、そうしないと質問者もその辺が

理解がなかなか難しいと思うので、もうちょっと

具体的にきちっと答弁願います。 

 学校教育課長。 

ủ ( )  大変失礼いたしまし
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た。 

 まず、今回の工事の内容につきましては、先ほ

ど来申しているとおり、大沼を義務教育学校とし

て使用するに当たり、改修を行って、施設を小学

校、中学校の生徒があわせてこれから使っていく

というところで、必要な部分を改修するというよ

うな工事となっております。 

 その際に、昨年度実施設計を行って、必要な工

事箇所の概算を出しまして、その後、都市住宅課

の技師と内容を詰めまして、工事の設計内容を確

定しております。 

 それに基づきまして入札のほうを行っておりま

すけれども、先ほどから申しましたとおり、その

実施設計の段階で、黙視による確認でこちらのほ

うも済ませてしまったというところで、外側から

は屋根の腐食等につきましては確認ができなかっ

たというところで、今回設計の中には入っていな

いというような経過でございます。 

 今回、先ほど平松議員の質問にもありましたけ

れども、３０年もたつのであれば腐食している部

分が想定されたのではないかというような御質問

でしたけれども、今回のこちらのことを教訓に、

施設の維持等に努めてまいって、今後はこのよう

なことがないように、今後の工事発注等に生かし

てまいりたいということで考えております。 

 今回の部分につきましては、入っておりますけ

れども、今後このようなことで対応してまいりた

いということで、御理解願いたいと思います。 

 以上です。 

ủ   ほかございませんか。 

 田村敏郎議員。 

ủ ( )  それでは、何点かお尋ねした

いと思います。 

 まず一つには、この書類を見ましたら赤いとこ

ろが３４カ所色が塗られているということで、恐

らく三角屋根のところの両脇だとは思うのです

が、これが全部、３４カ所の根拠というか、どう

やって３４カ所をチェックしたか。 

 それから、３４カ所の直す範囲内、そこそこに

よってみんな腐食の度合いだとかは違うと思うの

で、一律にがばっとやってしまうのか、それとも

そこそこで、その場所に応じた改修というか修繕

をしていくのか、そこら辺の基本的な考え方。 

 それから、体育館、野地板のチェックは、話に

よりますと、黙視ができないということで、それ

から３０年以上たっていれば当然腐食のほうも推

測がつくというようなことで、体育館の屋根につ

いては全く上がってきていない。 

 ただ、屋上のほうは取りかえる予定で、その前

のあれでは出ていましたけれども、そういうこと

を考えると、体育館の屋根の野地板の部分、どう

いう形でオーケー出ているのか、黙視できないに

もかかわらず、本当に大丈夫なのかどうか、ここ

ら辺が納得、私はちょっとできないということ

と。 

 それから、当然役場のほうで、今回の設計変更

については、設計内訳を出していると思いますけ

れども、通常、今、野地板については、耐火野地

板というようなことで、単に合板をとってつける

ということではなくて、当然公共施設であれば、

耐火の野地板を使うとか、あるいは白板について

も窯業系の材料を使うとか、恐らくそういうもの

を当然使ってくるのではないかと思うのですけれ

ども、設計変更分の内訳書についてはどのような

野地板とか白板について、材料を使うのか、これ

について御説明をお願いしたいということと。 

 それから、今回の設計変更分が、取りかえ分、

これについての金額、当然役場のほうではじき出

して、そしてその上で５００何万円という設計変

更を、金額を出しているという、当然そういう流

れだと思うので、設計内訳書の金額、それから、

先ほど言ったように、どういう大きさで変えてい

くのかという、そこら辺との、できれば設計内訳

書を出してくれれば一番私はわかると思うのだけ

れども、そこまでは申しませんけれども、そこら

辺のきちっとした説明をしていただきたいと思い

ます。 

ủ   暫時休憩ということで、

今、理事者のほうで答弁調整したいということで

すので、暫時休憩いたします。 

午前１０時２２分 休憩 

───────────── 

午前１０時４０分 再開 

ủ   休憩前に引き続き再開いた
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します。 

 議案第５７号大沼岳陽学校改修建築主体工事請

負契約の一部変更についての質疑を続けます。 

 田村議員の質疑に対する答弁から入ります。 

 学校教育課長。 

ủ ( )  貴重なお時間を費や

してしまい、大変申しわけございませんでした。 

 それで、御質問があった田村議員の御質問にお

答えをしてまいります。 

 まず、屋根の部分です。３４カ所の今回の工事

の部分、全部チェックをしたのかというところで

ございますけれども、今回、工事を行って、屋根

のふきかえをする際に、仕上げを剝いだところ腐

食が確認されまして、今回、同じように出るかと

いうことで、チェックしたところは数カ所チェッ

クしております。全部ではなくて、数カ所を

チェックをしまして、そのときに、特に図面で三

角になっている雪割りのところがひどく腐食があ

りましたので、同じように腐食しているであろう

ということの想定で、こちらの雪割り部分の両脇

を特に、主に含めまして３４カ所ということで想

定をしております。 

 あと、やる範囲でございますけれども、別添図

面にあります赤いところ、この赤く塗られている

ところが、特に雪割りの両側が特にひどいという

ことで、赤い部分につきまして改修を行うという

ような予定をしております。 

 また、改修するに当たっての野地板とか破風の

部分、耐火の材料かという部分でございますけれ

ども、まず、破風につきましては、もともと木材

を使用しておりまして、改修後もこちらはもとも

とと同じように木材での新設を予定しておりま

す。 

 野地板につきましては、もともとラワン合板で

ありましたけれども、こちらは、今度、構造用合

板に変更する予定でございます。こちらは強度を

考慮して構造用合板にしております。こちらは耐

火ではございません。 

 ただ、建物と屋根、軀体のほうがコンクリート

でできておりまして、こちらの野地板及び破風に

つきまして、耐火のものでなくても、軀体自体が

コンクリートということもございまして、こちら

の設計で問題ないということで設計をしておりま

す。 

 また、体育館の部分です。こちらの屋根の部分

はどうなのかということでございますけれども、

現在改修を行う校舎棟の屋根の部分なのですけれ

ども、こちらは、特に雪割りの部分に腐食が見ら

れまして、普通はフラットの部分は腐食しないと

いうことで、今回、改修箇所に入っておりません

けれども、体育館の部分につきましても屋根がフ

ラットになっていますので、すが漏り等も確認で

きないということで、体育館の屋根の部分につき

ましては、下地まで恐らくいっていないだろうと

いう想定で、体育館のほうにつきましては改修予

定は今のところないということで、御理解いただ

きたいと思います。 

 あと、設計変更の内容でございますけれども、

今回行う屋根の下地の撤去と新築工事の部分でご

ざいますけれども、内容としましては、まず、

腐っている部分を撤去する工事と、あと、新たに

野地板、破風、養生を新設する改修工事、そのほ

か廃棄物の産廃の処理と共通経費等を含めまし

て、設計上５２８万円の設計金額となっておりま

す。 

 今回、契約変更は５０６万円ということになっ

いてますけれども、こちらの設計金額に当初の契

約時の落札率を掛けまして、５２８万円に当初の

落札率を掛けて、今回５０６万円の契約変更とい

うようなことになっております。 

 以上です。 

ủ   田村敏郎議員。 

ủ ( )  まず、３４カ所というところ

なのですけれども、数カ所チェックして、想定で

行いますと。それから、施工範囲については雪割

りの部分を中心にやるということと、それから体

育館の屋根については大丈夫だろうというような

想定だというお話でございましたけれども、想定

だとか、あるいは予想だとか、そういうのはわか

るのですけれども、実際、当初見立てた状況と違

う部分、雪割りの部分と思っていたけれども、

もっと上のほうまでぐっとくるというような場合

と。それから、先ほどちょっと聞いたのは、３４

カ所全部を同じ、画一的な改修というのか、そう
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いうものを想定しているのかどうかということ

と。それもちょっとお聞きしたい。 

 それから、さっき言ったような、大なり小な

り、みんな違うと思うのです。そうなると、やは

りそこによってまたいろいろ発生したり、想定外

のものが出てきたりといったような場合、どう

いった対処をしていくのかというようなことをま

ずお聞きしたいと。 

ủ   学校教育課長。 

ủ ( )  工事の予定につきま

しては、今、予定している３４カ所につきまして

は、全部同じように野地板と破風の部分を撤去し

て、新築するというようなことで考えておりま

す。 

 以上です。 

ủ   田村敏郎議員。 

ủ ( )  ３４カ所全部同一にやります

ということと。 

 先ほどもう１点聞いたのは、それぞれ想定だと

か予想では何でもないとかという話だったので、

もしそういうものが実際、例えば体育館は、屋根

をたしか塗装するのではなかったですか、張りか

えかな、屋根を。張りかえで塗装するのかな。例

えば張りかえという話であれば、屋根を剝いで、

そしてまた出てきたとかという話になってしまえ

ばどうするのかという話なのです、要は。ですか

ら、ある程度しっかりと見るところは、見るとこ

ろは見るというのは、金額ではなくて、実際どう

なっているのかという、そこをしっかり見ていか

ないと、今回のような、不自然ではないのでしょ

うけれども、私から見れば非常に納得できないよ

うな流れの中ででき上がってきているというふう

に受けとめてしまうのです。ですから、先ほど

言ったように、黙視できませんでしたという話だ

けでは、これはやっぱりある程度雪割りのところ

を剝いでみて、それで何でもなかったとか、何カ

所かやってみて、やはりこれはだめだとかという

ならわかるのですけれども、何となく見えなく

て、やってみたらこうですというのは非常に、先

ほど議論出ていましたから答弁はいいのですけれ

ども、やはりこういうものはしっかりとわかりや

すくやっていただかないと、私としても受けとめ

切れないというか、そういう意味では、もう一

度、屋体もそうですけれども、今のところはこの

とおりでいいかもしれないですけれども、これか

ら、こういう予想です、こういうことで発見でき

ませんでした。ところが発見した場合、予想が

覆って、相当傷んでいたというときにはどうする

のですか。 

 つけ加えて、どうするのですかというのは、こ

れから屋体だって屋根のふきかえだとかいろいろ

やっていくわけですよね。そうすると、先ほど

言ったように、予想では何でもないと、屋体は。

だけれども、実際軒下のほうだとか、一定程度腐

食している可能性もあるわけです。ですから、そ

ういう場合どういうふうに対処していくのか、そ

こら辺の考え方だけお聞きしたいと思います。 

ủ   都市住宅課長。 

ủ ( )  それでは、私のほう

から建設工事担当ということで御説明いたしたい

と思います。 

 まず、体育館のほうなのですけれども、当初設

計している段階において、実施設計、黙視により

やっていますということで、体育館の屋根も見え

る範囲で黙視により、例えば屋上に上って体育館

の屋根が見えるところまで行って、見える範囲で

黙視して確認してございます。そのときに、校舎

の屋根については、さびだとかそういうものがあ

りまして、ここはふきかえが必要であろうと、建

設から３０年近くたっていますし、ふきかえが必

要であるということで、当初設計で、そこはふき

かえますと。 

 ただ、体育館のほうの屋根に関しては、黙視で

確認したところ、さびとかそういうのも確認がで

きなかったものですから、それは今回、上から塗

る形になるのですけれども、塗装するという当初

の設計に今なっていますので、その下地ではなく

て、屋根自体は大丈夫だと。それを塗装してまた

長持ちさせるというか、そういう設計になってご

ざいます。体育館のほうはそういうような感じで

す。 

 あと、校舎棟のほうなのですけれども、今、赤

い部分、設計変更でやりますということで出させ

ていただきました。それは、先ほど申していると
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おり、何カ所か確認してやっています。最初の実

施設計の段階では、それこそ黙視において、屋根

の中を剝いでみないと下地の腐食状態がわからな

かったものですから、下地は大丈夫だろうという

ことでやらせてもらって、ただ、実際に剝いだと

ころ、三角の部分のところが腐食がひどかった

と。ふきかえするにも下地のルーフィングを張る

にも、押さえるところの木が全然だめで、それは

取りかえなければだめだというところで、それを

何カ所か全体的に見ていって、全部見たわけでは

ないのですけれども、何カ所か見る中で、三角の

屋根の軒部分が傷んでいるということで、今回こ

の範囲をさせていただいているところでございま

す。 

 この範囲、何でここの範囲なのかというと、ま

ず構造用合板というのは、サイズが一遍が１８０

センチの部分で、その板の範囲で大丈夫だろうと

いうか、当初は黙視で見ていたのですけれども、

今は実際に屋根を剥いで、足場も組んでいます。

足場も組んで直接その近くで見ているので、１８

０センチあれば大丈夫ということで、今回この部

分を直したいということで、ほかに出てきたらど

うするのだということもあるのですけれども、現

状では、この範囲でいけるのではないかというふ

うなことで、こういうふうに設計してございま

す。 

 以上でございます。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

ủ   横田有一議員。 

ủ  今、田村議員の質問で、も

う出ないのか出るのか、あと、あるのかないのか

というのは、今の現状ではありませんというよう

なニュアンスだったと思うのですけれども、それ

だったらまずい話で、あるのかないのかというこ

とは、今後もうこれは追加でそういうのは一切出

ないというのだったら、そういうふうなお答えを

してもらいたいと思います。どうですか。 

ủ   議事進行ではなくて、横田

有一議員に申し上げます。 

 田村議員は、４回目ということで、終わります

ということを宣言して今戻りましたので、今のこ

とを確認したいのであれば、質疑をまだ続行しま

すので、同僚議員の質疑に対する答弁ということ

で質問していただければありがたいのですが。よ

ろしいですか。 

 それでは、横田有一議員の議事進行は、そうい

う形で取り扱わせていただきます。 

 それでは、質疑を続行いたします。質疑ござい

ませんか。 

 横田有一議員。 

ủ  今の同僚議員の御質問にあ

りました、あとあるのかないのか、どうなのかと

いうことをはっきりとお答えしていただきたいと

いうことと。 

 それから、設計段階で外観検査は黙視のみだっ

たのかどうかということ。少なくても僕らは前か

ら議会で聞いているのは、たたけるところは、外

観で、ハンマーを持っていってたたいてどうなの

かということも、それも含んでいるというふうに

聞いていたから、あくまでもそれは２階という状

態だからできなかったのか。できなかったという

のでしたら、例えば双眼鏡かなんか確認したら、

３０年も４０年もたっているものだったら、当然

腐ってきていると僕は思うのですけれども、どう

だったのか。 

 先ほどの質問では、黙視は全部やっていないと

いうようなニュアンスだったけれども、それでい

いのかどうか。 

 先ほど説明にありましたけれども、４６０万円

の追加の工事というのが、積算が何が何で何が何

だかということははっきりと聞き取れなかったの

ですけれども、５２８万円かかった、出てきたか

ら、それで前の掛け率でいったから５０６万円に

しましたということは、前の掛け率というのは、

そういう掛け率であったということでよろしいの

かどうか。 

 以上です。 

ủ   都市住宅課長。 

ủ  それでは、お答え

してまいります。 

 まず、あるのかないのかということで、今後。

現段階では当初の実施設計よりも、足場を組んで

実際屋根に近いところまで上がって、これで大丈

夫だろうということで考えてございますので、た
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だ、その上、剝いだときにそれ以上のものがもし

何かあった場合には、それはあるかないかという

のは、ここで今お話ちょっと。全部屋根を剝いで

いないものですから、今やっている工事の途中な

ものですから断言はできないのでございますけれ

ども、今の現状では、これで大丈夫だというふう

に考えてございます。 

 また、実施設計のときに黙視だけということ

だったのかということなのですけれども、当然た

たいて音の確認だとか、そういうものもやってご

ざいます。見える範囲については全て黙視をして

いると。黙視のできない部分、どうしても見えな

い部分については、そこはできていない部分もご

ざいますけれども、黙視と打診で確認はしている

と。たたける場所は、どうしても足場を組まない

と届かないような場所はそういったことはできな

いのですけれども、現状でできる範囲について

は、そういうことも行っているということで御理

解願います。 

 また、落札率を掛けてやっているのかというこ

となのですけれども、当初は入札で、地域限定の

一般競争入札でやりまして、その結果が落札率が

９６. ７５％だったということで、それは設計変

更のときに、まず設計を町のほうで、新たに腐食

した部分の屋根と木材だとか、そういうものを設

計したら５２８万円になりました。その金額に、

設計変更のときの金額の決め方というのがござい

ます。それは北海道の基準の中にもあるのですけ

れども、それを使いまして、新しい設計、新請負

工事価格は、現設計工事価格（税抜き）分の新設

計工事価格（税抜き）掛ける現請負工事価格（税

抜き）により算出した額というものになってござ

います。これは、通式として、設計変更する場合

はこの計算方法を使いなさいということで決めら

れているものなので、それに従いまして、うちの

ほうは新たな契約金額を確定しているということ

で、今回５０６万円という金額になっていますけ

れども、そういう形でやってございます。 

 あと、見えないところについては、もちろん双

眼鏡を使いながら確認をとっていたりしてござい

ました。 

 以上でございます。 

ủ   横田有一議員。 

ủ  さっき聞こうとしたのは、

そうではなくて、黙視については、最初３カ所だ

とかというふうな言い方をしていたのですけれど

も、最後の答弁では、全部やりましたということ

だったのですけれども、どっちが正しいのかとい

うことを聞きたかったということなのですけれど

も、そこのところを明確にしてもらわないと、次

の質問に入れないので、申しわけない、そこのと

ころだけ再度答弁していただきたいと思います。

これ２問目でないです。 

ủ   それはまずいので、あるな

ら全部、２回目でしてください。 

ủ  議長、それはおかしいと思

う。先ほど黙視の数が何カ所なのですかというこ

とを僕は聞いています。議事録精査してもらいた

いと思います。 

ủ   暫時休憩いたします。 

 議会運営委員会を開催いたします。 

午前１１時０４分 休憩 

───────────── 

午前１１時３３分 再開 

ủ   休憩前に引き続き再開いた

します。 

 横田議員の質問の件にかかわる議事録精査につ

いて、議会運営委員長の報告を求めます。 

 中川委員長。 

ủ  議会運営委員会

で協議した結果、理事者の答弁から入ることに決

定いたしました。 

 以上です。 

ủ   都市住宅課長。 

ủ  大変貴重な時間を

費やしてしまい申しわけございませんでした。 

 それでは、私のほうから答弁してまいります。 

 先ほど数カ所と申したのは、屋根を直す、下地

を直すときに確認した箇所が数カ所ということで

確認しているということでございまして、実施設

計の段階では黙視において全て確認しているとい

うことでございますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

 以上であります。 
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ủ   横田有一議員。 

ủ  先ほど住宅課長が、現在の

状況では大丈夫だろうというふうなニュアンスで

しゃべったのですけれども、これというのは、

今、設計屋というのは、監理のほうは入っていな

いのかどうかちょっと教えてください。 

ủ   都市住宅課長。 

ủ  工事監理のほうも

委託で入ってございます。 

 以上です。 

ủ   横田有一議員。 

ủ  監理で入っているならば、

今回みたいなことがあった場合に、ほかの場所も

全部チェックして、もうこれ以上ないというふう

なものをしてもらわなかったら、何のための監理

なのかよくわからないと思うので、今の段階では

とかと、今回、そういうような言葉にならないよ

うにやっていただくというのが本来の設計監理の

業務だと思うのですけれども、どうなのでしょう

か。 

ủ   都市住宅課長。 

ủ  先ほど、もうそれ

以上はないであろうということで申し上げました

けれども、今、確かに工事監理委託も入ってござ

いますし、その辺もちゃんとチェックして、でき

るのではないかという議員のおっしゃられてい

る、そういう意図だと思います。確かに工事監理

も入っていますし、その辺は大丈夫であろうとい

うのは、何かあるかもしれないというのはあるの

ですけれども、その屋根の部分に関しては、その

発言については、私の勉強不足もあるのかなと思

いますので、今後、工事監理の部分も含め、徹底

してきちっと言えるような形にしてまいりたいと

思います。 

 以上です。 

ủ   経済部長。 

ủ  横田議員の質問でござ

いますが、なかなか厳しい、実際の状況としては

厳しい状況だと思ってございます。なかなか見え

ない中で、これを全部明確にするということは、

なかなか非常に厳しい状況でございます。その中

で、限られた仕様の中でそれぞれ努力してござい

ますので、なるべくそういう事案が発生しないよ

うになることを願うとともに、発生した場合は、

やはりこのように議会のほうとも協力しながら、

物事に対応していきたいと思ってございますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

ủ   ほか、質疑ございません

か。 

 若山雅行議員。 

ủ  今回の岳陽学校統廃合に

ついては、耐震化という問題が一番大きなテーマ

だったので、その点について１点だけ。この契約

を変更せざるを得ないというのは、そうは思うの

で、反対するわけではないのですけれども、先ほ

ど言った野地板とか破風の腐食等は、例えば耐震

診査をするような場合に影響する要因なのか、軀

体がコンクリートなので耐震のあれについては全

く影響ないという回答もあるかと思うのですけれ

ども、物が腐食していたとか、あけてみなければ

わからなかったというようなことがありますと、

ちょっと心配なので、その辺について、耐震上、

腐食があったとしても、今回直すので心配はない

ということになるのですけれども、腐食があった

という、そのことだけで耐震構造に影響するもの

かどうか、わかれば教えていただければと思いま

す。 

ủ   学校教育課長。 

ủ  ただいまの若山議

員の御質問でございますけれども、野地板と破風

が腐食している部分で耐震に問題があるかという

ところですけれども、こちらの屋根の部分と校舎

の軀体の部分は別々で、軀体の部分はコンクリー

トでできておりまして、屋根の部分、今、腐食し

ている部分は、今回改修して腐食部分を取り払っ

て、新たに新設するということで、耐震上は問題

ないと考えております。軀体のほうもコンクリー

トですので、今までの腐食の部分が建物に影響す

るというところもないということで、こちらのほ

うでは考えております。 

 以上です。 

ủ   ほか、質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ủ   質疑を終わります。 
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 これより、討論を許します。 

 平松俊一議員。 

ủ  今回の提案について、反対

の討論を行いたいと思います。 

 いろいろお聞きをしましたら、結局ベニヤを３

０何枚か取りかえるだけの工事です。これくらい

であれば、３億円幾らの受注経費の中で取りかえ

れば済む話ではないのかというのが第一印象で

す。 

 それと、この大沼中学校の屋根に関しては、北

海道向きではないというふうに地元の業者がかな

り前から指摘をしていた屋根が、すが漏りが原因

で屋根下地が腐っていたと。これは、役所が認め

る設計変更であれば、例えば屋根の下地、屋根ス

ラブの上の木を全部取りかえる、もしくは三角の

屋根の部分の形の変更をする、こういったことの

提案であれば、設計変更として理解できますが、

たかがベニヤ３０何枚取りかえるのに５００万円

という町民の血税を追加で出すというのは、どう

考えても納得できません。これは業者にとっても

推測できる範囲だと。当然受けたら、ここは直す

べきだということを理解をした上で入札に参加し

たものと捉えると私は考えますので、この提案に

対しては反対をさせていただきます。 

ủ   ほか、討論はありますか。

ないのですか、あるのですか。 

 川上弘一議員。 

ủ  今、反対討論の中で、３

億円幾らの工事費がある中で、その中でこういう

ふぐあいが出た部分の変更を行ったらいいのでは

ないかという討論でございましたけれども、私は

そういう立場ではなくて、やはりふぐあい箇所が

出れば出たなりに、正規の工事費によってはじき

出して請け負ってもらうのが正当な事由だと思い

ますので、この今回の理事者側の提案については

賛成の立場でいます。 

 以上です。 

ủ   ほか、討論ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ủ   討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第５７号大沼岳陽学校改修建築主体工事請

負契約の一部変更について、原案のとおり可決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

ủ   起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

    

   

  ─────────────────── 

ủ   日程第４ 議案第５８号令

和元年度七飯町一般会計補正予算（第６号）を議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

ủ   それでは、議案第

５８号令和元年度七飯町一般会計補正予算（第６

号）について御説明を申し上げます。 

 このたびの補正は、先般１０月７日に開催され

ました七飯町文化功労賞審議委員会において、今

年度の七飯町文化功労賞の受賞者に新井満氏が選

考されたことに伴い、必要となる経費について補

正をするもので、第１条、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ２６万９, ０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ１１７億７６万６, ０

００円とするものでございます。 

 それでは、７ページの歳出から御説明を申し上

げます。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、表彰事業費

として、報償費は、文化功労賞報償金２０万円、

表彰関係記念品代６万９, ０００円、合わせて２

６万９, ０００円の追加でございます。 

 次に、５ページの歳入に戻っていただきます。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

２６万９, ０００円の追加でございます。 

 提案説明は、以上でございます。よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。 

ủ   これより、質疑を許しま

す。 

 川村主税議員。 

ủ  何点か質問させていただ

きます。 
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 今回の文化功労賞ということで、まず、基準、

どういう基準でこういう方が選ばれた、基本的な

部分をまず１点教えてください。 

 それと、今回、文化功労賞の報償金２０万円出

ていますけれども、これもどういう基準で２０万

円という金額が設定になって、出す形になったの

か。 

 過去にこういうふうに報償金が出たケースがあ

るのかを教えてください。まずその２点、お願い

いたします。 

ủ   総務財政課長。 

ủ   それでは、お答え

してまいります。 

 まず、基準につきましては、七飯町の文化功労

賞ということで、一番名誉ある賞でございます。

これにつきましては、七飯町の文化功労賞の審議

委員会、５名いらっしゃいますけれども、５名の

審査により、七飯町に多大な貢献があった方とい

うことで選考されるというところの基準となって

ございます。 

 ２０万円の報償金につきましては、条例で設定

されていますので、設定された２０万円というこ

との予算化ということでございます。 

 今まで、文化功労賞ということで３５名の方が

今までもらっているというところでございます。 

 以上でございます。 

ủ   川村主税議員。 

ủ  今の基準内容の中で、審

議委員会、５名の中で決まったということなので

すけれども、貢献の具体的な内容がもし、どうい

うことで今回、例えばいろいろなボランティアで

やっている方とか、草刈りやったり寄附したりと

か、いろいろな貢献の中で対象になるというのは

わかるのですけれども、もうちょっと具体的に、

この方がこういう形で町に貢献しているので、今

回対象になりましたとか、もう少し具体的な中身

がわかれば教えてください。 

ủ   副町長。 

ủ   私のほうからお答えしま

す。 

 今、手元に選考基準というのがありまして、文

化功労賞の、産業だとか経済だとか文化だとか、

いろいろな多岐にわたる分野です。七飯町にトー

タルとしてどれだけ貢献されたかという形のもの

です。審議会のほうでは、潜在候補者というよう

な方を毎年挙げていると言ったらおかしいのです

が、そういう方がございます。その中で、委員に

お諮りして、この方はどういう分野で、七飯町全

体としてどのくらい貢献されているのだというの

を審議していただきます。その中で出てきた候補

者として、今回、新井満さんが適任ではないかと

いうような考え方の中で、推薦をいただいたとい

うようなことでございます。広く多岐にわたっ

て、七飯町のＰＲ、知名度を出していただいて、

大沼のほうでは、皆さん御存じのとおり「千の風

になって」というような形の中で、大沼の知名度

をアップさせていただいたというようなこともご

ざいまして、文化功労賞の部分について、該当に

ついては、適任の方であろうというような形のも

ので推薦をいただいて、町として決定させていた

だいたというようなことでございますので、そう

いうふうな形で御理解をお願いしたいと思ってい

ます。 

 以上です。 

ủ   川村主税議員。 

ủ  今、副町長のほうから新

井満さんという言葉が出たのですけれども、新井

満さんはいろいろな形で貢献していただいている

と思うのですけれども、実際、仕事の部分で、町

から委託を受けて、そういった仕事で七飯町に携

わっている部分はよく見かけるのですけれども、

それとはまた別な意味で七飯町にとって貢献した

という中の判断で今回出しているのか、ちょっと

その辺をもしわかれば教えてください。 

ủ   副町長。 

ủ   お答えします。 

 私のほうで押さえている部分から申し上げます

と、新井満さん、御存じかと思いますけれども、

芥川賞を受賞した作家の方でございまして、芥川

賞が、昭和６３年第９９回芥川賞に選ばれたと。

「尋ね人の時間」という本だと思いますけれど

も、そういう部分の方がいろいろな経過をもって

有名な方が、作詞の分野だとか作曲だとか、いろ

いろなものを手がけて受けてございます。 
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 そして、平成１９年に第４９回日本レコード大

賞として、作曲賞というような形のものでいただ

いているのが、「千の風になって」というような

形です。この「千の風になって」というときに、

同じく七飯町の東大沼のほうに転入していただい

たということです。平成１９年、同じ時期になり

ますけれども、七飯町に転入して、それからもう

１２年、七飯町の住民として溶け込んでいただい

ているというようなことでございます。 

 「千の風になって」という部分については、か

なり全国的な名曲になってございまして、私ども

も名刺だとかいろいろなものにつきまして、「千

の風誕生の地」という名称を新井満さんのほうか

ら無償で使わせていただいて、これも有償ではな

いです。無償で使って、それを一つのＰＲとして

やらせていただいているというようなことでござ

います。大沼のほうには石碑といいましょうか、

そういう部分の記念碑的なものもシンボルとして

ございます。それを目がけて全国の方が見学に来

るとか、そういうものもございます。 

 東日本大震災のときについては、みずから、無

料でチャリティーというような形のもので、七飯

町のこういうものをやって寄附しているのです

と、広く広めていただいているというような、多

岐にわたって、先ほどお金の部分も確かにないわ

けではないですが、それ以上に七飯町の無料で、

七飯町大沼という名前をどんどん出して、発信を

していただいて知名度アップに相当貢献していた

だいているだろうなと思ってございます。 

 特に、この文化からいきますと、音楽会にゆか

りのある地として新潟市、四国でいうと西条市と

いうところがございますが、そこで「千の風に

なって」の手紙だとか、そういうもののコンクー

ルをやったりとか、そのほか音楽会をやったりと

かというような形のもので、それぞれいろいろな

イベントを行っていただいているというようなこ

とです。 

 そういうことを考えると、非常に七飯町にとっ

て貢献をしていただいているということについて

は、間違いない話かと思ってございますので、そ

の点を推薦の大きな理由とさせていただいてござ

います。言葉がちょっと足りないかもわかりませ

んけれども、以上のような形のもので、多岐にわ

たってボランティア的な活動をされているという

ことで、御理解をお願いしたいと思ってございま

すので、よろしくお願いいたします。 

ủ   ほかございますか。 

 横田有一議員。 

ủ  文化功労賞というのは毎年

出ているというのはわかっていますけれども、報

償金について、今、具体的に新井満さんという名

前が出てきていたのですけれども、新井満さんに

２０万円全部やるということなのか。もしやると

いうことならば、その２０万円というのはどうい

う根拠で出てくるのかという、根拠というのか基

準というのか、先ほど言っていたのですけれど

も、よくわからないので、そこのところを教えて

いただきたいと思います。 

ủ   総務財政課長。 

ủ   それでは、私のほ

うからお答えしてまいります。 

 文化功労賞の報償金、今回２０万円ということ

で、これは１人分として２０万円ということでご

ざいます。この金額につきましては、文化功労賞

の条例ということで持ってございますので、その

中で２０万円を規定しているもので、その金額に

ついて今回補正予算を計上しているというところ

でございます。 

 以上です。 

ủ   横田有一議員。 

ủ  今の文化功労賞の規定なの

ですけれども、確かに第３条に、文化功労賞は、

賞状及び文化功労賞を授与して表彰するほか、賞

金を沿えることができると出ているのです。具体

的にというのは、ちょっとここに出ていないので

すけれども、どこに出ているのかというのを聞き

たいし。その２０万円というのがよくわからない

ので、そこのところはどういうふうにして……。 

 過去にそういう賞金というのをいただいた方が

いるのかどうか、お願いします。 

ủ   皆さんに相談したいのです

けれども、暫時休憩、今しようと思うのですが、

本日、午後２時から広域連合の議会も予定されて

おりまして、もし皆さんが協力していただけるの
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であれば５分だけ休憩して、お昼の時間ですが、

また再開していきたいと思いますが、皆さんどう

ですか、いいですか。 

 それでは、１２時５分まで休憩いたします。 

午前１１時５９分 休憩 

───────────── 

午後 ０時１５分 再開 

ủ   休憩前に引き続き再開いた

します。 

 議案第５８号令和元年度七飯町一般会計補正予

算（第６号）の質疑を続けます。 

 横田有一議員の質疑に対する答弁から入りま

す。 

 副町長。 

ủ   大変貴重な時間を費やし

まして、まことに申しわけございません。 

 先ほど文化功労賞の関係についての賞金２０万

円ということでございますが、その根拠というよ

うなことでございますけれども、文化功労賞の賞

金を与えるというのは条例上に載っているのです

が、金額までは記載となってございません。その

２０万円の根拠はとなりますと、かなり古くから

の、大変申しわけないのですが、きちっとした資

料がないのです、正直なところ。昭和３５年から

文化功労賞というものがございまして、その当時

からずっと来て、既に何十人の方にというような

形です。 

 私、今、資料で調べた部分で申し上げますと、

平成６年からは間違いなく２０万円ずつ払ってい

るというような、功労賞は２０万円という規定に

基づいてといいましょう、その規定は手元にない

のですけれども、２０万円というような形の予算

で通させていただいて、議決をいただいて支払い

をしているというようなことでございます。 

 そういう形の中で、文化功労賞は２０万円だと

いうような、ずっと古くから、既定路線の中で

ずっと来ているということで、ぜひとも御理解を

お願いしたいなと思ってございます。ほかの部分

で功労賞の関係はあるのですが、それぞれ基準が

あって、５, ０００円だとか１万円だとかとある

のですが、今確認したのですけれども、文化功労

賞のほうだけ２０万円という金額についてはない

ような状況でございます。その辺、もう少し古く

から調査をかけないとだめなのですが、御理解い

ただけるのであれば、その辺も含めて、今回新た

にお金の部分だとか物だとか、そういう部分につ

いて全部整理して、きちっとわかりやすいものを

作成してまいりたいと思いますので、その辺、御

理解をお願いしたい。 

 繰り返し申し上げますが、古くから２０万円、

間違いなく支払いしているということで、御理解

を願いたいなと。差はありません。文化功労賞を

いただいた人は２０万円と一律で、それについて

増減も何もございませんので、そういうことで御

理解をお願いしたいと思います。 

 くどいのですが、確認できるのは、平成６年か

らの分については、予算から決算から２０万円

払っていると。それ以前についても、調査をして

いけば、多分２０万円というような形のものがあ

ります。ただ、くどいのですが、昭和３５年当時

は２０万円かどうかというまでは調査し切れない

のですけれども、その辺については、近年ずっ

と、昭和年代から２０万円というのは、私の記憶

の中では、まず間違いないと思っていますので、

その点は御理解を願いたいなと思っています。 

 以上でございます。 

ủ   横田有一議員。 

ủ  平成６年から２０万円です

という話ですけれども、そういうものがあるので

したら、きちっと条例なり何なりというものを含

めていっていただきたいし。 

 毎年、文化功労賞の報償金が払っているなら

ば、なぜ今回、当初予算に上げなかったか、ここ

だけ１点、お願いします。 

ủ   副町長。 

ủ   お答えします。 

 文化功労賞の関係につきましては、私ども先ほ

ど答弁させていただきましたが、潜在候補者とい

う形のリストがございます。それを毎年毎年、文

化功労賞の審議会を開きまして、その中で、こう

いう潜在の方がいますが、ことしはどうでしょう

かというような形を諮って、この方がいいのでは

ないですかと推薦をいただいて、町のほうで決定

しているというような形のものでございます。 
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 毎年あるわけではなくて、この方はまだ少し、

ある程度後ですねとか、そういうような仕方をし

ている。毎年、潜在候補者がいるから、必ず差し

上げるということではないです。それに伴って、

実績だとか状況を見ながら、その都度決定させて

いただく。ですから、毎年あるのではなくて、受

賞対象者のない年もあれば、対象とする年もあ

る。今回については新井満さんを表彰したという

ような形の中で推薦を受けて、その上で決定させ

ていただきたいというようなことでございます。 

 毎年予算を上げないというのは、あるかないか

わからないものと、あと、誰が受賞するのかどう

かもわからないものについて、最初から予算を

やっていって、後で、なかったから減額するとい

うのも方法なのでしょうけれども、ある程度予算

を。受賞者が決定して、議会で議員に御理解をい

ただいて出すほうがルールとしてはいいのではな

いかなという考え方の中で、当初から見ていない

ということがございます。そのような経過の中

で、御理解をお願いしたいなと思います。よろし

くお願いいたします。 

ủ   横田有一議員。 

ủ  毎年出る文化功労賞、原則

は出すということなのですから、僕は出していた

だきたいと思うし、ことし新たになったからと出

すものでないし、違う予算で、例えば町のどこか

で行き倒れになった人に対する予算というのは、

毎年、使っても使わなくても出しているではない

ですか。やっぱり同じような考え方でいかなけれ

ばまずいのではないかと思いますので、そこのと

ころをどういうふうに考えるのか、もう一度お願

いします。 

ủ   副町長。 

ủ   それでは、お答えしま

す。 

 ほかの功労者と同じく毎年基準を設けて、毎年

差し上げたほうがいいのではないかということで

ございます。 

 ただ、文化功労賞というのは七飯町で一番の名

誉のある賞だと思ってございます。価値のあるも

のであろうかと思います。この条例においても、

いろいろ文化とは学問、芸術、教育、産業、その

他社会の理想を実現するための活動、そのような

形の幅広いものでございます。一つの分野にたけ

ていても、なかなか、文化功労賞がいいのかとい

うような形があると思います。やっぱりその都度

の部分については、ある程度多岐にわたって御活

躍いただいているというような中で決定させてい

ただいているということでございます。そういう

部分からすると、毎年毎年というのは、必ず差し

上げるというのは、なかなか無理があろうかとい

う形の考え方をしてございますので、今後の検討

課題にはなろうかと思いますが、潜在の方の名簿

を見てもそれだけの人数はございません。 

 正直、いずれやってもすぐ切れてしまう。次の

方といってもすぐ出せません。なかなか難しい面

の選考の仕方になるかと思ってございますので、

その点については、ある程度御理解を願って、そ

れはなかなか無理だよと。これだけの部分で功績

のある人、七飯町で一番の賞というようなこと

を、貴重といいましょうか、権限として持ってい

きたいなと思いますので、毎年差し上げなければ

だめだという形のものからは外してまいりたいと

いう考え方をしておりますので、その点は御理解

をお願いしたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

ủ   ほか、質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ủ   これより、討論を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ủ   討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５８号令和元年度七飯町一般会計補正予

算（第６号）を原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ủ   御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  ─ ⌐≈™≡ 

  ─────────────────── 

ủ   日程第５ 議員の派遣につ
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いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１２６条の規定により、お手元に配

付のとおり議員を派遣いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ủ   御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、お手元に配付のとお

り議員を派遣することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

           

  ─────────────────── 

ủ   以上で、本会議に付議され

た案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和元年第３回七飯町議会臨時会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ０時２４分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 17 － 

 

 

 

 

 


